
 

 

 

 

 

テーマ「避難所」 

その８ 救援物資搬送の流れ 

 救援物資の調整は、災対物資管理部（財務部）が中心になって行います。 

 発災から３日間は、各家庭での備蓄物品や避難所の備蓄物品、広域防災倉庫や東京都の

防災倉庫の備蓄物品で避難所生活をしのいでいきます。広域防災倉庫等からの搬送は、公

用車を利用します。その後、順次、準備のできた協定締結先の事業者も加わって物資の搬

送を行います。 

 

１．世田谷区における支援物資の搬送体制 

 下記の図のように、第１順位としてヤマト運輸の羽田クロノゲートに集積し、そこから

ヤマト運輸の各営業所を通じて区内各地域に、そして避難所へと搬送されます。そして、

被災状況や物資の集積状況等を考慮して第２順位の大蔵第二運動場、ヤマト運輸成城支

店、国士舘大学も輸送拠点として開設します。集積状況や態勢によっては、更に各区民会

館や民間の協力施設へと広げていきます。 
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 区内での物資の搬送は、ヤマト運輸・東京都トラック協会世田谷支部・赤帽・世田谷リ

サイクル協同組合と協定を締結しており、各避難所への搬送を担っていただく計画となっ

ています。 

 

２．緊急物資その他の集積地及び配送拠点 

 地域内輸送拠点の他に、競艇事業者や民間事業者からの調達物資の集積地及び配送拠点

として各総合支所を単位に区民会館が指定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．民間の物資集積協力施設 

 地域内輸送拠点や各総合支所に設置する集積地の被災状況や物資の集積状況、態勢等に

応じて、各総合支所を単位として区内大学の体育館等を利用できるように協力要請を行っ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 区への支援物資については、国や都の支援物資、協定自治体や他自治体等の支援物資、

協定事業者や民間事業者（商店街含む）からの支援物資を受け入れることとなっており、

個人からの支援物資は、仕分けに手間がかかることから状況により判断となっています。 

次回は、ボランティアについてご案内します。 


